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本誌では、国際会計基準審議会（IASB）の前理事である

PaulPacter氏の来日を機に、「中小企業向けIFRS（IFRSfor

SMEs）」をテーマとして、Pacter氏、公認会計士の小見山 満

氏、関川 正氏、IFRS財団アジア・オセアニアオフィス ディ

レクターの竹村光広氏にお集まりいただき、Pacter氏へのイン

タビューを実施開催した。

インタビューではIFRSforSMEsに関し、なぜIASBがIFRS

forSMEsを開発したのか、IFRSforSMEsの範囲及び概要、

各国のIFRSforSMEsの適用状況、IFRSforSMEsの今後など

についてお話を伺った。是非ご一読いただきたい。

（機関紙編集委員会）

前IASBボードメンバー
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竹 村 皆様をご紹介いたします。

PaulPacterさんは大変長きにわたり

会計基準設定に関与されてきました。

米国財務会計基準審議会（FASB）

で多くの基準に関与し、国際会計基

準審議会（IASB）のディレクター

として中小企業向け国際財務報告基

準（IFRSforSMEs）の策定と普及

に務められ、さらに、2012年12月ま

ではIASBの理事を務めていらっしゃ

いました。現在はIASBのコンサル

タントとして、いくつかの特別プロ

ジェクトに参加されています。最近

関与した大きなプロジェクトの１つ

が、各国のIFRS適用の状況を分析

するプロジェクトです。

小見山 満さんは、日本公認会計

士協会（JICPA）の副会長を務めて

いらっしゃいました。また、IASB

のSMEワーキング・グループのメン

バーとしてIFRSforSMEsの策定の

議論に参加されました。

次に、関川 正さんは、JICPAの

常務理事を務めていらっしゃいまし

た。

関 川 Pacterさんには、私がプ

ロジェクト・リーダーを務めていた

タイ国への会計支援プロジェクトの

一環で、2004年にバンコクで、IFRS

forSMEsについて開催したセミナー

にお越しいただいたときに初めてお

会いしました。2004年６月に、IASB

がSME向け基準についてのディスカッ

ション・ペーパーⅰを公表した後だっ

たと思います。

その後、主要経済圏におけるSME

の会計について私がリサーチを行っ

ていたとき、メールや電話会議で各

国の状況やキー・パーソンを教えて

いただき大変助かりました。

竹 村 再会を祝いつつ、本日の

本題であるIFRSforSMEsに移りた

いと思います。では、座談会を始め

たいと思います。

小見山 IASBがIFRSforSMEsを

開発した理由をお聞きかせください。

まず、世界各国での中小企業の財務

諸表と監査の関係についてお話くだ

さいませんか？

Pacter 世界の多くの国では、そ

の国のすべての企業が財務諸表を作

成することが法律により義務付けら

れています。財務諸表の監査が要求

される国も多くあります。今、私が

住んでいる香港には約110万の企業

があり、それらすべての企業は、財

務諸表を作成し、監査を受けること

が法律により義務付けられています。

欧州には約2,500万の企業がありま

す。そのうち約800万の企業が、財

務諸表を作成し、法定監査を受ける

ことを法律上求められます。私の出

身の米国では、財務諸表の作成を要

求される企業は多くありません。約

2,800万ある企業のうち、米国証券

取引委員会（SEC）登録企業、銀行

とその他いくつかの企業だけです。

しかし、ほとんどの国ではSMEであっ

ても財務諸表の作成が法律上要求さ

れています。これは、公共の利益に

関する問題であり、IASBというよ

りは各国政府の問題です。SMEの債

権者が良い財務情報を入手できるこ

とは公共の利益であるといえます。

債権者は、請求書を送ったらそれに

対する支払いが行われるかを知りた

いと考えます。そのSMEが十分にお

金を持っているかどうか。それを知

る方法は、その会社の財務諸表を見

ることか、財務諸表に基づいて付け

られたその会社の信用格付けを見る

ことのいずれかとなります。銀行が、

SMEにお金を貸すにあたり、利息が

毎期期限に支払われるか、元本が返

済されるかを知りたいと考え、その

企業の財務情報を見たいと思うでしょ

う。これらの公共の利益のために、

多くの国で政治家は、すべて又は多

くのSMEに対して財務諸表を作成す

ることを要求してきました。

また、ここ10年、2000年から2010

年にかけて、完全版IFRSを自国の

基準として採用する国の数が増えま

した。あるいは、自国の基準がIFRS

と同じ又は近くなるように基準のコ

ンバージェンスが図られてきました。

完全版IFRSは、公開資本市場のニー

ズを満たすために策定されたもので

あり、現在では3,800頁以上になっ

ています。完全版IFRSは、複雑な

会計上の論点を取り扱っています。

というのも、公開企業には、複雑な

取引があるからです。

小見山 3,800頁以上の完全版

IFRSは複雑ですね。IFRSforSMEs

は、監査を受けなくてはならない

SMEからの要請で開発されてきたの

ですか？

Pacter あるとき、財務諸表の作

成を要求されているSMEが、完全版

IFRSには対応できないといい始め

たのです。SMEは、100人や200人の

従業員数では、3,800頁にものぼる

IFRSを読み、理解し、正確に適用

するための人材を確保することがで

きないと主張しました。世界の小規

模の上場企業も同じ状況にありまし

た。日本や米国だけを考えてはいけ

ません。トリニダード・トバゴやエ

クアドルやエルサルバドルなどでは、
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100名以上の従業員がいる上場企業

が１つか２つしかありません。アフ

リカの大部分も同じです。このよう

に、SMEから、完全版IFRSの負担

が大きく、コンプライアンスの問題

が生じているとの懸念がIASBに寄

せられるようになりました。

また、SMEの財務諸表の利用者の

ニーズを満たしていないとの主張も

ありました。SMEの財務諸表の利用

者は、５年又は10年後の利益、株価

予想や時価総額には関心がありませ

ん。彼らの関心は、短期のキャッシュ・

フロー、流動性や支払能力です。そ

のため、SMEは、SME向けの基準を

別に策定することをIASBに要請し

ました。一部の国では、独自でSME

向け基準の開発を始めていました。

良いものもあれば、あまり良くない

ものもありました。一国で良い基準

であっても、各国間でみると比較可

能性が乏しいものでした。当時、多

くのSMEが国際的な販売や国際的な

資金調達を行うようになっていまし

た。そうした企業が、すべてのSME

のニーズや能力に合った簡素化され

た基準が必要であるとIASBに要請

しました。

長くなりましたが、これが、IASB

がIFRSforSMEsを開発することを

決定した理由です。

１ IFRSforSMEsの利用者

関 川 IFRSforSMEsを開発す

るにあたり、どのようなグループを

利用者として想定していたのでしょ

うか？

Pacter 主に、貸手と債権者の２

つのグループです。今の質問により

幅広く答えるとするならば、「会社

に資源を提供する、会社の経営者以

外の人たち」です。

経営者は対象ではないのかと聞く

人もいました。経営者は、SMEの財

務諸表の最大の利用者ではないのか

と。それに対してIASBは、SMEの

財務諸表の唯一の利用者がその会社

の経営者である場合、 IFRSfor

SMEsは必要ないだろうと答えまし

た。経営者であれば、事業経営に必

要な情報を判断して財務資料を作成

することができます。したがって、

利用の対象者は、外部の資源提供者、

すなわち貸手、債権者であり、場合

によっては一部の一般投資家やベン

チャー・キャピタルが含まれます。

税務当局も外部の利用者ではない

かと考える人もいるかもしれません

が、税務当局は資源を提供しません。

また、税務当局には独自の情報ニー

ズがあります。税務当局は自身が求

める情報を企業に要求することがで

きます。

２ 一般目的財務諸表

関 川 外部の資源提供者を利用

者として想定されたということは、

IFRSforSMEsは一般目的財務諸表

の作成のために策定された基準なの

ですね。

Pacter そのとおりです。特別目

的財務諸表ではありません。だから

といって、IFRSforSMEsで作成さ

れた財務諸表が経営者にとって有用

ではないということにはなりません。

経営者にとっても良い情報が多く含

まれていると思います。そして、そ

の財務諸表が税務当局にとって有用

ではないということにもなりません。

IFRSforSMEsに基づく利益から、

各国の税法に定められる課税所得へ

の調整は容易に行うことができます。

IASBは一般目的財務諸表に焦点を

置いています。世界の大多数の国の

SMEには銀行借入があります。SME

の大多数が銀行借入をしていますの

で、ほとんどのSMEには外部の利用

者がいることになります。世界銀行

のROSC（ReportsontheObservance

ofStandardsandCodes）レポートⅱ

では、発展途上国及び新興市場を含

む100か国以上の会計規則や実務が

分析されています。一貫して述べら

れているのは、会計処理が不適切で

あれば、SMEは、資本へのアクセス

や資本コストにおいて不利益を被る

というものです。情報の質が改善さ

れる結果、銀行が十分な情報に基づ

いて融資の決定を行うことができれ

ば、SMEの資本へのアクセスはもっ

と改善されることになります。

３ 情報ニーズ

竹 村 SMEに対する資金提供者

の情報ニーズは、上場企業に投資を

行う投資家の情報ニーズと少し異な

るとおっしゃいました。

Pacter そう思います。

竹 村 情報ニーズはどのように

違うのでしょうか。中小企業の貸手

と債権者は主に短期的なキャッシュ・

フロー情報を見るとおっしゃいまし

たが、ほかにどのようなことがある

でしょうか。
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前IASBボードメンバー
PaulPacter氏
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Pacter IFRS第７号「金融商品：

開示」を例に取りましょう。ご存じ

のとおり、IFRS第７号は、上場企

業、銀行、保険会社の財務諸表利用

者のニーズを満たすために、金融商

品に関する膨大な開示を行うことを

求めています。IFRS第７号の開示

では、短期的なキャッシュ・フロー

の情報はあまり得られないと思いま

す。財務諸表には、人々が将来の利

益を予測できるようにすることを目

的とした膨大な量の情報が開示され

ています。SMEに融資を行う銀行は、

実際には稼得利益を予測しません。

銀行が知りたいのは、キャッシュ・

フローです。ある銀行は、IASBが

基準の開発を行うにあたり、損益計

算書は残してもよいが、本当に知り

たいのはキャッシュ・フロー計算書

だといっていました。発生主義会計

が分からなくても、現金については

分かるので、現金について知りたい

のだと。各国で開発されたSME向け

基準があまり良くないと先ほど私が

いった理由は、各国のSME向け基準

の多くはキャッシュ・フロー計算書

を要求していないからです。例えば、

香港ではIFRSforSMEsを採用して

いますが、自国の基準もあります。

従業員が50人以下の零細企業に関わ

るその基準の下では、キャッシュ・

フロー計算書は要求されません。貸

手がいっていたことに、短期キャッ

シュ・フローと短期債務を知りたい

というものがありました。SMEにとっ

て繰延税金は非常に難しい問題でし

た。多くのSMEは対応する必要性は

ないと考えていました。しかし、貸

手にとっては、将来２、３年の間に戻

し入れられる繰延税金は知りたい情

報でした。というのも、企業のキャッ

シュ・フローに影響が及ぶからです。

竹 村 貸手は、長期繰延税金は

気にしないけれども、短期繰延税金

については知りたがっているという

ことですね。

Pacter そのとおりです。

小見山 私も同感です。

Pacter そうした状況を認識した

上で、基準を開発しました。しかし、

何もないところから基準の開発を開

始したのではありません。完全版

IFRSを出発点としました。完全版

IFRSから、太文字の部分（要求事項）

を抜き出し、トピックごとに並べ替

え、そしてIASBにおいて、原則１

つひとつに関して審議を行いました。

これはSMEに適切ではない、これは

難しすぎるからもっと簡素化しよう、

これは取り除こうといったようにで

す。ですから、IFRSforSMEsは完

全版IFRSに基づいています。完全

版IFRSを参照しなくても良いとい

う点では独立しているのですが、概

念から新たに作成したものではあり

ません。

４ IFRSforSMEsの範囲

竹 村 次に、範囲について伺い

たいと思います。SMEとは中小企業

のことですが、私が最初にIASBに

スタッフとして入ったとき、この基

準の名前をどうするのかという議論

がありました。「公的説明責任（pub-

licaccountability）を負わない企業

向け」にするのか、ほかの名前にす

るのかといった議論でした。SMEが

何を指すのか、この基準をどの企業

に適用すべきか、というのは難しい

問題だと思いますので説明していた

だけますか？

Pacter IASBは、企業が公的説

明責任を有する場合には、完全版

IFRSを使用しなければならないと

いう原則を定めました。すなわち、

企業が国民に広く報告を行う義務を

有している場合には、完全版IFRS

を使用することになります。公的説

明責任を有する場合として、IASB

は２つの要件を定めました。１つは、

上場企業であること、もう１つは、

外部の多くの人からお金を預かる金

融機関であることです。IASBは、そ

れ以上は規定しないことにしまし

た。

2004年６月のディスカッション・

ペーパーにおいて、IASBは適用範

囲に関連する論点を提起しました。

IASBは、電力会社などの公益事業

会社を適用範囲に含めるかを聞きま

した。これらの企業も公的説明責任

を有しているのではないか、という

考え方に基づきます。通常、各地域

において電力会社は１つしかありま

せん。その電力会社が経営不振に陥

れば、電力は供給されなくなってし

まいます。電話会社、ガス会社も同

様です。IASBの最終的な結論は、

電力会社が使用する会計基準は各国

が決めるべきというものでした。

また、IASBは、その国の経済の

中で規模の大きい企業の適用につい

ても質問しました。例えば、ある発

展途上国では、大規模な非上場企業

が２つか３つしかなく、それらの企

業が倒産すると国の大部分の経済に

影響が及ぶ可能性がある場合を想定

します。この場合、そうした企業に

は完全版IFRSの使用を要求すべき

でしょうか？ IASBは、この場合

でも、そのような企業が使用する基

準はそれぞれの国が決めるべきであ

ると判断しました。

このほか、IFRS採用企業の子会

社についても検討しました。親会社

がどんな理由であれ完全版IFRSを

使っている場合、その子会社も自動
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的に完全版IFRSの使用を要求する

べきでしょうか？ 私たちは、それ

は違うと考えました。子会社レベル

で公的説明責任があるかどうかを判

断すべきです。これらの検討の結果、

１つの原則に行き着いたのです。

規模に関する数値基準を要求する

声もありました。IASBは国ごとに

数値基準を設けることができると結

論を下しましたが、例えば、ナミビ

アと日本の両方で機能するような数

値基準を設けることは可能ではない

とIASBは考えました。数値基準に

基づくと日本では零細企業とされる

企業が、ナミビアでは大企業の１つ

かもしれません。したがって、数値

基準は設けないことにしました。

「SME」という呼び方にしたのは、

世界の多くの国で広く使われている

言葉だからです。IASBは、SMEと

いう言葉を、単純に「公的説明責任

を有しない企業」を意味するものと

して使っています。売上が10億ドル

の企業でも、上場していなければ、

IFRSforSMEsの観点からすると公

的説明責任はありません。もちろん、

各国レベルで、大規模の非上場企業

に完全版IFRSの使用を要求するこ

とはできます。現在、IFRSforSMEs

を採用している国は80か国あります

が、数値基準を設けているのは２つ

か３つの国だけですⅲ。

１ 認識・測定の簡素化

小見山 次に、認識と測定の簡素

化について伺いたいと思います。私

はSMEワーキング・グループのメン

バーを務めていましたので、Pacter

さんが簡素化に多くの時間と労力を

費やされたことを知っています。こ

の簡素化についてご説明いただけま

すか？ 簡素化の方針とはどのよう

なものだったのでしょう。また、完

全版IFRSの頁数は約3,800頁で、

IFRSforSMEsの頁数は230頁だけ

です。完全版IFRSの規定を最低限

に留めることについてはどのような

工夫をされましたか？ ご説明いた

だければと思います。

Pacter 分かりました。先ほど申

し上げたように、出発点は完全版

IFRSでした。完全版IFRSの各原則

の１つひとつについて、SMEにとっ

てその原則が目的適合的であるか、

その原則が貸手や債権者にとって有

用な情報を提供するものであるか、

そしてその原則に従う負担やコスト

は大きすぎないかどうかを検証して

いきました。

まず目的適合性があるかどうかで

す。検証の結果、SMEにとって目的

適合性のないトピックがいくつかあ

りました。例えば、セグメント報告

ですが、ほとんどのSMEには１つの

事業しかありません。次に１株当た

り利益です。これは長期的な株価を

予測するための情報です。また、

SMEは期中報告や四半期報告を行わ

ないため、これらの報告も目的適合

性がないと考えました。ほかにも２

つか３つのトピックに関し、それら

を検討する必要はないと判断しまし

た。

また、前述のトピック以外のすべ

ての原則について、その原則によっ

て目的適合的な情報が生み出される

かどうか、そして、その情報を生み

出す負担が大きいかどうかを検討し

ました。

２ のれんの償却

小見山 それでは、利害関係者の

意見を調整しながら、簡素化を目指

した最終版のIFRSforSMEsについ

て、具体的な例を挙げてご説明いた

だけますか？

Pacter 日本にとっても注目の話

題であるのれんの償却を例に取りま

しょう。

SMEへの貸手である銀行は、のれ

んが貸借対照表に計上されているか

どうかは気にしない、計上されてい

たとしても貸付の担保とみなすこと

ができる資産ではないためその影響

を除去する、といいました。のれん

を償却した場合、キャッシュ・フロー

に影響を及ぼさないため、損益に加

算し直すというのです。財務諸表の

利用者である銀行が、企業がどのよ

うな会計処理をしようと、のれんは

無視するといっているのです。

次に作成者です。 IFRS第３号

「企業結合」には、のれんの償却を

禁止し、毎年減損テストを行うこと

を要求する原則があります。減損テ

ストを行うということは、非常に複

雑です。SMEは、どのように再計算

すればよいのか分からない、また代

わりに会計事務所に評価してもらう

にしてもそのお金もないといいまし

た。実際には、のれんは永久に貸借

対照表に計上されたままとなります。

一方、SMEは、のれんを償却したい
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し、帳簿から消去したいのです。償

却すればよいと主張した企業もあれ

ば、直接資本から控除すればよいと

主張した企業もありました。

最終的に、のれんは10年間にわた

り償却することで妥結しました。こ

れは、利用者のニーズとSMEの能力

の両方を考慮した結果です。

３ 持分法の選択肢

Pacter 次に、関連会社に対する

投資を例に取りたいと思います。

IFRSforSMEsでは、減損モデルと

併せて取得原価（減損損失控除後の

取得原価）で測定することを認めて

いますⅳ。貸手は、持分法ではキャッ

シュ・フローについての有用な情報

はほとんど得られないといいました。

竹 村 持分法によって良い情報

が得られないのはなぜでしょうか。

Pacter 貸手が理解できない発生

計上額の集まりだからです。他の企

業（投資先）で発生計上したものを

（投資元である）会社が計上するだ

けの会計処理なので、その情報はキャッ

シュ・フローを評価する際には役立

たないのです。

竹 村 そして、その金額から配

当を決定することはできませんね。

Pacter そうです。一方、貸手は、

関連会社に対する投資の公正価値の

情報は、投資を売却して得られる現

金が分かるため、有用であると発言

しています。しかし、IASBは、上

場企業に対して要求していないにも

かかわらず、SMEに対して、すべて

の関連会社を公正価値で測定するよ

う求めることはできませんでした。

公正価値測定を要求できなかったこ

と、また、銀行が持分法はあまり有

用ではないといっていたことを受け

て、結局、取得原価を減損テストと

併せて使うことを認めたのです。こ

れも利用者のニーズと費用・便益を

考慮した簡素化の一例です。

このように、１つひとつの原則を

取り上げ、審議を行い、ワーキング・

グループから助言を受け、一般から

のアドバイスも募集しました。2004

年６月のディスカッション・ペーパー

にはいくつか予備的見解がありまし

た。その１つが開示だけを簡素化し、

認識及び測定は変更しないというも

のでした。ディスカッション・ペー

パーに対する意見は、認識や測定の

原則を簡素化しないで、一部の開示

だけを削除するということは、検討

するだけ時間の無駄であるというも

のでした。

４ 利用者のニーズ

関 川 IASBの審議又は基準策

定の過程において、銀行協会など、

特に意見を聞いた利用者の代表グルー

プはあったのでしょうか？

Pacter 銀行家とは何回か討議の

場を設けました。例えば、ドイツの

銀行家はとても有益な情報をくれま

した。ドイツの社会は非常に組織化

されています。ドイツには、融資を

行う前に銀行は財務諸表を見なけれ

ばならないと定めた法律が存在しま

す。銀行の融資担当者が財務諸表を

見なかった場合、その担当者は法律

に違反していることになります。法

律で要求されているため、良い財務

諸表が必要なのです。

英国のある銀行のSME向け融資責

任者に会ったとき、その責任者は、

銀行の方針として、貸付の金額が25

万ポンド以下の場合、通常、財務諸

表を見ないと説明しました。その銀

行にはスコアリング・シートがあり、

SMEが10年間その銀行に口座を持っ

ており、以前借入を行っていてデフォ

ルトしたことがなく、融資に関連し

て一定の口座を持っている場合、財

務諸表を見ないで融資を行うという

ことでした。分析を行うには、費用

がかかりすぎるとその責任者は話し

ていました。このように、２つの国

の状況はそれぞれ異なるものでした。

南アフリカの銀行家は、IFRSfor

SMEsが適用される前、SMEからま

ともな情報は得られなかったと話し

ていました。彼らは、融資を行う際

に良い情報を見られるのは良いこと

だといっていました。

このように利用者の意見を聞き入

れるようにしました。総じて、利用

者をIASBのデュー・プロセスに参

加させることは簡単ではありません。

銀行家と意見交換できたことは私た

ちにとって、とても有用でした。

SMEのワーキング・グループには、

ベルギーの銀行の融資担当者、カナ

ダの銀行の融資担当者、ほかにも２

人ほど参加していました。

５ 開発費

関 川 完全版IFRSとIFRSfor

SMEsとの間で処理に違いがある別

の例に、開発費があると思います。

IFRSforSMEsでは開発費はすべて

費用計上されますね。その決定の背

景についてご説明いただけますか？

Pacter 分かりました。完全版

IFRSは、すべての研究費を費用計

上し、商業的に成功する製品ができ

ると確信が持てる時点まで、開発費

を費用計上することを求めています。

確信が持てた時点から開発費の資産

化を開始します。SMEは、商業的に

成功する製品であるかどうかを判断

することはできないといいました。

また、商業的に成功する製品である

とようやく確信したときには研究開

発費の90％を使っているというよう

な状況が起こることが考えられます。
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残りの10％を資産化することに何の

意味があるでしょう。利用者はそれ

によって何が分かるのでしょうか。

「現在10億使って、そのうち９億は

費用計上しており、１億は貸借対照

表に計上されている。実際には10億

使って商業的に成功する製品ができ

た」というように、過去に遡ってす

べてを説明するのであれば有用かも

しれません。しかし、資産化された

１億だけでは何も伝えることができ

ません。これが理由です。SMEは、

そのような数字は何の意味も持たな

いといっていました。銀行は、その

情報を基に融資を行うことはなく、

本当に知りたいのはその製品がどの

ような物か、そして、その製品から

どのくらいの収益が得られると見込

まれるかであると話していました。

したがって、すべてを費用計上する

という単純な方針にしました。その

点について、IASBは、現在行って

いるIFRSforSMEsのレビューの一

環で再検討し、すべてを費用計上す

る現行の処理を維持することを決定

しました。

関 川 根拠の出発点は異なるか

もしれませんが、IFRSforSMEsと

日本の会計基準は、のれんや開発費

の処理が似ています。とても興味深

いです。

Pacter 以前FASBに勤めていた

とき、私は研究開発費の会計基準で

あるFASB基準書第２号を書きまし

た。1975年の基準ですが、すべて発

生時に費用計上するとしていますの

で、IFRSforSMEsと同じですね。

６ 独立した基準書

小見山 次に移ってもよろしいで

しょうか。IFRSforSMEsが独立し

た基準書である点についてです。こ

の点について少しご説明いただけま

すか？

Pacter IASBが最初に考慮しな

ければならなかった問題としては、

完全版IFRSで取り扱ったトピック

をIFRSforSMEsで取り扱っていな

い場合に、SMEがそのトピックに直

面した場合にどうすべきかというこ

とです。完全版IFRSは3,800頁で、

IFRSforSMEsは230頁であること

を考えれば、当然のことながら完全

版IFRSには含まれているものの、

IFRSforSMEsには含まれていない

事項が存在します。そのような場合、

SMEはどうすればよいのでしょうか？

IASBは、2004年６月にディスカッ

ション・ペーパーを公表した際、

SME向け基準で取り扱われていない

トピックについては、完全版IFRS

を参照することを要求する提案をし

ました。それに対するSMEの反応は、

「うまくいかない」というものでし

た。２つの基準を知らなければなら

ないとすると、230頁に加え、3,800

頁を理解しなければならないという

ことです。これは、完全版IFRSを

用いる大企業よりも、SMEに対して

より多くを求めることになります。

よって、IASBは考え直して、IFRS

forSMEsは「独立した文書（基準

書）」にすべきであり、SMEに対し

てどのような場合も完全版IFRSを

参照するよう求めないことを決定し

ました。

小見山 「独立した基準書」とい

うことは、IFRSforSMEsだけを見

ていれば、完全版IFRSを見なくて

も回答が得られるようにしたという

ことですね。そのことによる弊害は

ありませんでしたか？

Pacter 大手会計事務所に問題を

引き起こしました。大手会計事務所

は完全版IFRSとIFRSforSMEsの両

方の業務を行っています。SMEであ

るクライアントが、「IFRSforSMEs

を見たものの、期中報告について何

も書かれていない。半期報告を行い

たいと思うが、自分が思う方法で半

期報告を行うつもりである」といっ

たとします。IFRSforSMEsでは、

IAS第34号「期中財務報告」を参照

することを求めていません。しかし、

監査人はIAS第34号の存在を認識し

ていますし、また、その内容を理解

しています。そこで、SMEのクライ

アントの期中報告が、IAS第34号に

従っていないとします。この場合、

監査人はどうすればよいのでしょう

か。IFRSforSMEsを独立した文書

とすることから生じる問題を恐れる

のは、このSMEの期中報告が完全版

IFRSに完全には準拠していないと

知っている監査人です。

しかし、それに対して私がいいた

いのは、完全版IFRSに準拠しなけ

ればならないという要求事項は存在

しないという点です。IASBは、貸

手や債権者のニーズに合ったIFRS

forSMEsを策定しました。私たち

が求めているのは、ニーズに合った

SME財務諸表が作成されることです。

これが独立した基準の意味です。す

なわち、IFRSforSMEsは完全版

IFRSを参照するよう要求されるこ

とはないということです。

関 川 私は日本の公的機関に対

する監査をしていますが、その経験

から、IFRSforSMEsが独立した文

書であることはとても良いことだと

思います。日本の公的部門に係る会

計基準では、当該基準に定めがない

場合には、民間部門の会計基準を参

照しなければならないとされていま

す。それは、民間部門の会計基準に

何か変更が加えられた場合に、それ
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が公的部門の組織の会計に何か影響

を与えないかを常に注意深く検討し

なければならないことを意味してい

ます。実務者の観点からすると、基

準が独立した文書であることは歓迎

すべきことです。

Pacter メキシコやイスラエルな

どの国では、自国の会計基準の中で、

自国の会計基準で扱われていない論

点については、USGAAPを参照す

るよう求めていました。それらの国の

SMEが、17,000頁にのぼるUSGAAP

を理解しなければならなかったので

す。実際に理解していた企業はいま

せんでしたが。

竹 村 私の理解が正しければ、

IFRSforSMEsにおいて、IAS第39

号「金融商品：認識及び測定」は、

「独立した文書」の例外的取扱いで

すよね？

Pacter IFRSforSMEsには、完

全版IFRSを参照する要求事項は存

在しません。

竹 村 IAS第39号の適用の選択

肢があるということですか？

Pacter そうです。選択して適用

することができます。IAS第39号に

は、金融資産について満期保有・売

却可能・純損益を通じた公正価値・

貸付金及び債権という４つの区分が

あります。IFRSforSMEsは２つの

区分を採用しています。IFRSfor

SMEsはIFRS第９号「金融商品」よ

りも数年前に策定されたのですが、

IFRS第９号は実はIFRSforSMEsを

モデルに策定されたものです。

IFRS第９号が公表される前まで、

IFRSforSMEsの金融商品に関する

要求事項は、上場企業に求められる

IAS第39号よりも厳しいことになり

ました。というのも、上場企業には

満期保有と売却可能の２つの区分が

残されていたからです。そのため、

IAS第39号がIFRS第９号に置き換わ

るまで、すなわち、売却可能の区分

が取り除かれるまで、SMEが満期保

有及び売却可能の区分を引き続き使

用したいのであれば、IAS第39号の

使用を認めることを決定したのです。

その後、IFRS第９号では売却可能

の区分を復活させ、しかも、リサイ

クリングを追加する可能性がありま

すⅴので、IFRS第９号はIAS第39号

よりも複雑な基準になる可能性があ

りますが。これが、IFRS第９号又

はIAS第39号を参照できるオプショ

ンを含めた経緯です。

７ 開示の簡素化

関 川 次に、開示について伺い

たいと思います。現在、完全版IFRS

を使用している企業のアニュアル・

レポートは100頁から150頁以上に及

びます。IFRSforSMEsを適用して

いる典型的な企業の財務諸表は何頁

くらいになるのか教えていただけま

すか？

Pacter 100頁から150頁というの

は頁数が少ない方かもしれません。

一昨年の報告ですが、IFRSを使っ

ているある金融機関のアニュアル・

レポートは450頁もありました。配

達員が配達したがらなかったそうで

す（笑）。その金融機関は、昨年の

レポートを250頁まで減らしたこと

を誇りに思っているようです。

IASBは、IFRSforSMEsを公表し

たときに、モデルとなる財務諸表も

公表しました。この財務諸表は、数

値と注記を記載した本物の財務諸表

です。この財務諸表は26頁であり、

長いものではありません。私がこれ

まで見てきた実際のIFRSforSMEs

の財務諸表はこれよりもずっと少な

く、12頁から15頁ほどです。100頁

と比べればずっと少ないですね。こ

れは、完全版IFRSと比べてIFRSfor

SMEsの開示が約10％であるという

事実を表わしています。

８ 教育のための資料

小見山 IFRSforSMEsは完全版

IFRSが濃縮されたものであり、独立

した基準書であることから、IFRS

forSMEsが、IFRSを初めて学ぶ人

たちの最初のステップとしての良い

教材になると思いませんか？

Pacter そう思います。南アフリ

カでは、IFRSforSMEsが、ほぼす

べての大学の会計基礎コースの必須

テキストになっています。南アフリ

カにはカリキュラムを決める委員会

があり、すべての生徒が教科書とし

てIFRSforSMEsを買うことになっ

ています。これに講師が質問や問題

を付け足します。IFRSforSMEsは

素晴らしい学習ツールだと思います。

会計について知りたい多くの人にとっ

て、IFRSforSMEsだけを読めば十

分だと思います。つまり、会計士や

監査人になりたいのではなく、事業

やマーケティング、製造業での仕事

に就きたい場合、IFRSforSMEsだ

けを学べば、基本的なIFRSに基づ

く財務諸表を十分に理解することが

できます。結論の根拠の第68項に、
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資産、負債、損益の認識と測定に関

して、完全版IFRSとの主な違いが

10ほど挙げられています。IFRSfor

SMEsと結論の根拠のその項を読め

ば、完全版IFRSについてもほぼ理

解できるのです。

竹 村 私も同感です。今日、

Pacterさんとお話する機会があると

いうことで、IFRSforSMEsを読み

ました。読み始めたところ、完全版

IFRSを理解するための良い資料に

なると感じました。完全版IFRSを

読むことはとても大変です。大学生

がIFRSforSMEsから勉強を始めれ

ば、非常に分かりやすいと思います。

Pacter IASBはIFRSforSMEsに

関して、無料の研修資料ⅵを作成し

ました。基準のセクションごとに研

修モジュールが１つ割り当てられて

います。したがって、35の研修モジュー

ルで構成されています。各モジュー

ルには、完全版IFRSとの比較が１

頁あります。その頁では、結論の根

拠の第68項よりも多くの項目が挙げ

られています。今お２人とお話して

発想を得たのですが、それらの比較

をすべて脚注に記したIFRSfor

SMEsを刊行してもよいかもしれま

せんね。そうすれば、IFRSforSMEs

を読むたびに、完全版IFRSとの差

異を確認することができるようにな

ります。これは、とても有用な教材

になるかもしれません。いずれにせ

よ、完全版IFRSとの差異を書き出

していますので、その35頁を抜き出

して１つのファイルにして、IFRS

forSMEsと合わせれば、とても良

い教材になりますね。それらの研修

資料には、例示、問題と回答、ケー

ス・スタディー、多くの事例が含ま

れていますので、教科書としてよい

と思います。

１ 英 国

竹 村 次のトピックに移りたい

と思います。国・地域の状況、特に

IFRSforSMEsの各国・地域での適

用状況の調査の結果について伺いた

いと思います。例えば、英国につい

て教えていただけますか？

Pacter 分かりました。英国のア

プローチについてお話しましょう。

英国は50年以上、会計基準を開発し

てきた歴史があります。英国の会計

基準はFRS（FinancialReporting

Standards）と呼ばれ、すべての企

業に適用されていました。10年か12

年ほど前、この基準はIFRSとほぼ

コンバージェンスを達成していまし

たが、これに対してSMEは、FRSに

対応することはできないと主張し始

めました。そのため、英国ではFRSSE

（FinancialReportingStandardsfor

SmallerEntitiesⅶ） という独自の

SME向け基準を策定しました。頁数

は180ほどで、FRSSEには、連結に

関するオプション、繰延税金に関す

るオプション等、いくつかのオプショ

ンが含まれている点が異なりますが、

それ以外はほぼIFRSforSMEsと同

じです。

その後、欧州において、上場企業

に関しては完全版IFRSを使わなけ

ればならないとの決定が下されまし

た。これは欧州連合（EU）の法律

です。その結果、英国には３つの基

準が存在することになりました。上

場企業に関してはIFRS、非上場の

大規模・中規模企業に関しては

IFRSとほぼ同じであるFRS、非上場

で従業員が50人以下の小規模企業ⅷ

に関してはFRSSEです。非上場の大

規模企業はIFRSforSMEsを使いた

いと不満を漏らしていました。その

ため、50年以上かけて策定したFRS

を廃止し、IFRSforSMEsに置き換

えることが提案されました。政治的

な論争となりましたが、最終的には、

FRSをIFRSforSMEsに置き換えま

した。彼らは、FRSSEをさらに数年

間は維持することを決定しました。

彼らは、FRSSEを直ちに廃止するこ

とは政治的な理由からできないと考

えました。

また、従業員が50名を超えるもの

の非上場の企業に関して、IFRSfor

SMEsを採用するにあたり、残念な

ことに、基準にいくつか変更が加え

られました。IASBウェブサイトに

ある66か国の調査結果の中から英国

の結果をダウンロードすれば、SME

のセクションに英国が行った変更が

書いてありますⅸ。このように英国

はIFRSforSMEsを完全に採用した

とはいえません。その新しい基準

（FRS第102号ⅹと呼ばれる）を読む

と、95％はIFRSforSMEsと同じで

すが、５％だけが変更されているこ

とが分かります。それが現在の英国

の状況です。

さらに、状況を少し複雑化するこ

とに、英国はIFRS採用企業の子会

社に関しても、IFRSに従うことが

できることにしました。ただし、親

会社が違う会計方針を使っている場

合、親会社の会計方針に従うことが

できることにしたのです。すなわち、

IFRS採用企業の子会社が、SME向

けの限定的な開示�を行う場合、そ

の子会社は開示以外はIFRSに従わ

なければなりません。

このように、英国には現在４つの

基準があります。IFRS、IFRS採用

企業の子会社のためのSME向け開示

会計・監査ジャーナル No.700 NOV.2013 17

各国のIFRSforSMEs

の適用の状況
Ⅴ



会計

����������������������������������������������������

を定めたIFRS、IFRSforSMEsに変

更が加えられたもの（FRS第102号）、

そしてFRSSEです。ちなみに一番上

の階層は、純粋なIFRSではありま

せん。EUによって採択されたIFRS

です。４つの基準がありますが、ど

れもIFRSではありません。

竹 村 英国の非上場大規模企業

はなぜ英国のFRSではなく、IFRS

forSMEsを適用したいと考えたの

でしょうか？

Pacter FRSの使用を求められて

いた企業の大半が、２つの理由から

IFRSforSMEsを使用したいと考え

ていました。１つ目の理由は、財務

諸表の作成が容易になるからであり、

２つ目は、財務諸表が理解しやすく

なるからです。

竹 村 将来、企業が上場する場

合に完全版IFRSに移行しやすいと

いうこともありますか？

Pacter 実際には、ほんのわずか

な非上場企業しか上場しません。例

えば欧州には2,800万の企業があり

ますが、そのうち2012年にIPOを実

施した企業の数をご存じですか？

265社です。

竹 村 少ないですね。

Pacter このように、IFRSfor

SMEsを使っている企業のうち、完

全版IFRSに移行する、あるいは移

行を要求される企業の数はわずかで

す。私がある国の責任者であるとし

て、上場検討中の企業が、将来完全

版IFRSの使用を考えているなら、

最初から完全版IFRSの採用を勧め

るでしょう。さらに踏み込んで、国

の中で経済的に重要な企業であるな

らば、完全版IFRSを使うべきだと

いうかもしれません。国内総生産

（GDP）の重要な割合を占める企業

であるならば、その企業が上場して

いるかどうかは関係ありません。個

人的見解ですが、公的説明責任があ

るので、完全版IFRSを使うべきです。

２ 欧 州

関 川 欧州全般についてお聞き

したいと思います。EUは、欧州全

域の非上場企業向けの会計基準とし

てIFRSforSMEsが適切かどうかを

数年前にレビューしたと思いますが、

その状況について教えていただけま

すか？

Pacter 欧州では、IFRSforSMEs

にある意味関係したプロジェクトが

この２年間で３つ実施されました。

１つ目は、欧州の企業に適用される

会計上の最低限の要求事項を定めた

第４及び第７会計指令の改訂です�。

会計指令の改訂にあたり、彼らは

IFRSforSMEsに近いものにしたい

としていました。

２つ目は、SMEの負担を減らすプ

ロジェクトです。先ほど申し上げた

ように800万の企業はEUの法律によ

り、GAAPに基づく財務諸表を作成

し、監査を受けることが要求されて

います。監査を要求すれば、小さな

会計事務所や個人の会計士は、仕事

が増えることになります。一方、

SMEにとっては負担が増えるので好

ましくありません。EUは、財務諸

表の作成を要求される企業の数を少

なくしたいと考えましたが、結局、

問題を各加盟国に委ね、加盟国はほ

とんど何も行動を起こさないという

結果になりました。

３つ目ですが、非上場企業に関し

て、IFRSforSMEsを承認すべきか

どうかを決めるプロジェクトです。

これに関して、公開意見公募を行い

ました。19の加盟国がIFRSforSMEs

を容認することに賛成しました。６

の加盟国は禁止すべきだと考えまし

た。現在、EUの法律では、先ほど

説明したように、上場企業を除く企

業に対して第４及び第７会計指令に

従って会計処理を行うことが求めら

れています。上場企業に関しては、

それらの指令の代わりにEU採択IFRS

が適用されます。EUでは、IFRSfor

SMEsを強制しない場合、選択適用

することは可能かどうかが議論され

ました。そこで問題になったのが、

IFRSforSMEsが第４及び第７会計

指令と整合しているかどうかです。

IFRSforSMEsは230頁あり、そこ

には何千かの原則が規定されていま

す。欧州指令には何千かの原則が含

まれています。欧州委員会は、IFRS

forSMEsと欧州指令の比較を弁護

士に依頼しました。また、欧州財務

報告諮問グループ（EFRAG）にも同

じことを依頼しました�。最終的に、

IFRSforSMEsとEU法との間に６つ

の差異が特定されました。欧州には、

会計規制委員会（ARC）と呼ばれる

別の委員会があります。そのARCが、

その６つの差異をレビューし、その

うちの４つはIFRSforSMEsにおい

てオプションであり、欧州の企業が

オプションの１つを選択すれば欧州

指令と整合していることになるとし

て、それらは本当の差異ではないと

判断しました。その結果、IFRSfor

SMEsとEU法の違いは２つに絞られ

ました。この２つの差異は次のよう

なものです。

EU法では、のれんの耐用年数が

分からない場合、５年にわたって償

却することが要求されます。IFRS

forSMEsでは10年です。また、EU

法では、株主が新株を引き受けたも

のの、支払いを行っていない場合、

未収金を借方計上し、資本を貸方計

上しなければなりません。IFRSfor
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SMEsでは、資本を貸方計上する一

方で未収部分は資本に対する控除項

目として借方計上します。すなわち、

発行された株式を計上し、未収分を

減額します。私が以前、SMEのプロ

ジェクト・マネージャーを務めてい

たとき、株式の引受人がその会社に

支払う法的な義務を負う場合、それ

は債権ではないのかとIASBにいい

ました。法律によって支払いが義務

付けられているにもかかわらず、通

常の債権とは何が違うのでしょう。

しかし、IASBはそれを資本の控除

項目とすることにしました。他方、

EU法は、それを資産として取り扱

うことを求めています。未収株式払

込金がある企業はどのくらいあるで

しょうか。それほど多いとは思えま

せん。欧州の2,800万のSMEのうち、

わずかでしょう。

しかし、フランスとドイツはIFRS

forSMEsに反対しました。結局、

EUはIFRSforSMEsを適用する選択

肢として正式に採択しませんでした

が、禁止しているわけでもありませ

ん。EUではIFRSforSMEsを使用し

ている企業もあります。それが現在

のEUの状況です。

ただし、IFRSforSMEsが日本語

に翻訳されたように、 IFRSfor

SMEsはフランス語に翻訳されてい

ます。ドイツでもイタリアでも翻訳

されています。反対した国であって

も、IFRSforSMEsに何らかの将来

性を感じているのだと思います。翻

訳することを決定して、お金を使っ

たのですから。

関 川 各国・地域における適用

状況のほかの側面について伺いたい

と思います。日本では、小規模上場

企業もIFRSforSMEsを適用できる

ようにすべきだという意見がありま

す。Pacterさんは先ほど、企業が上

場している場合、その規模に関係な

く完全版IFRSを適用しなければな

らないと明確にご説明されました。

Pacter はい。

関 川 IFRSforSMEsの第1.5項

を見ると、当該法域の法律又は規制

により、公的説明責任のある企業が

IFRSforSMEsを使用することが許

容又は要求されている場合であって

も、その財務諸表がIFRSforSMEs

に準拠していると記述してはならな

いとされています。

Pacter そうです。そのような企

業は「準拠」していると記述しては

なりません。IFRSforSMEsで、当

該基準を使用してはならないと定め

られているにもかかわらず、使用し

ているのであれば、それは準拠して

いないことになります。

関 川 この第1.5項について、

もう少し詳しく教えていただけます

か？ この決定の背景はどのような

ものだったのでしょう。規模に関す

る数値基準や公益事業会社について

は、規制当局やその国の決定に委ね

ることになっていますが、特に上場

企業、公的説明責任を有する企業を

各国の決定にかからず、あくまでも

適用対象外とした理由は何だったの

でしょうか。

Pacter まず最初にいっておかな

ければならないことは、私がIASB

のスタッフだったとき、小規模上場

企業がIFRSforSMEsを使えるかど

うかは、その国の決定に委ねるべき

であるとIASBに説得を試みたこと

です。私は、これは公共の利益に関

する決定であり、その決定は政府が

行うべきだと思っています。IFRS

forSMEsの策定を行っている間、

私は60か国以上を回り、その考えに

は確信を持っていました。

例えば、エルサルバドルにも行き

ました。エルサルバドルには20ほど

の上場企業がありますが、法律には、

「GAAPに従うこと」としか書かれ

ていません。どの基準かは定められ

ていないのです。そのとき、「この

国は、誰もIFRSについて知らない

が、230頁だったら対応できる」と

いわれたのです。同じ意見を多くの

場所で耳にしました。また、トリニ

ダード・トバゴでは、従業員が100

名以上の上場企業は２つしかありま

せん。電話会社と電力会社です。

さらに、COSRA（Councilofthe

SecuritiesRegulatorsoftheAmeri-

cas）の年次総会に３年連続で行き

ました。COSRAは、米国SECとそ

の他35の証券規制当局で構成されま

す。証券規制当局がなぜ私を年次総

会に招いたのでしょうか？ それは、

小規模上場企業がIFRSforSMEsを

使えるかどうかは各国に決定させて

ほしいと伝えるためです。エクアド

ル、ボリビア、トリニダード・トバ

ゴ、エルサルバドル、ニカラグア、

グアテマラの規制当局は皆、小規模

上場企業では完全版IFRSに対応で

きないといいました。それらの国の

上場企業は、本当に小規模な企業で

す。IFRSforSMEsを使って、それ
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をきちんと適用した方が、完全版

IFRSをきちんと適用できないより

も良い報告ができるというのです。

しかし、IASBは同意しませんでし

た。企業は上場することで、規模に

かからず、財務報告の公的な責任を

負うとIASBは考えたのです。

関 川 禁止されているのは、

IFRSforSMEsの名前を出すことで

すよね。例えば、Xという国がIFRS

forSMEsを国の基準として採用し、

その国の基準に準拠していると記載

することは許されるのでしょうか。

Pacter 結論の根拠では、それが

許されると説明しています。IASB

は、そうした国にとってそれが良い

方法だと考えています。小規模上場

企業にとって完全版IFRSを適用す

ることが難しい場合、 IFRSfor

SMEsをその国の基準として採用し、

例えば、それをエルサルバドル

GAAPと呼べばよいと。私は、正直

なところ実際にそうした国があるか

どうかは知りません。IASBは政府

機関ではありませんから、世界中の

どの企業にも私たちの基準に従わな

ければならないという権限はありま

せん。そして、世界中のどの企業に

もIFRSforSMEsを使ってはならな

いという権限もありません。例えば、

上場企業がIFRSforSMEsを使った

としても、それに対して何ができる

でしょう？ 訴えればよいのでしょ

うか？ そうではありません。第1.5

項は、私たちがいえるぎりぎりのこ

とです。私たちがこれらの企業に対

していっているのは、自国において

小規模上場企業に対してIFRSfor

SMEsを使うように要求する場合で

も、財務諸表の利用者に対して財務

諸表がIFRSforSMEsに準拠してい

ると伝えるべきではないということ

です。IFRSforSMEsをその国の会

計基準と呼ぶように求めているので

す。それは妥協案です。IFRSfor

SMEsを使っても良いが、それを

IFRSforSMEsと呼ばないことが決

定されたということです。IASBは、

すべての公開企業は、規模にかかわ

らず、完全版IFRSを使用しなけれ

ばならないと結論付けたからです。

竹 村 これを最後の質問とした

いと思います。IFRSforSMEsの将

来像について教えていただけますか？

10年後、20年後にIFRSforSMEsは

どうなっていると思われますか？

Pacter 現在、最初の包括的レ

ビューを行っていますが、その結果

変更される部分は非常に少ないと思

います。いくつか軽微な変更が行わ

れます。2009年に基準が公表されて

から既に４年が経過しています。今

回のレビューによる変更が適用開始

されるのは2015年ですので、６年間

同じ基準が適用されることになりま

す。今回の変更は軽微なものです。

これまでIASBは３年ごとにレビュー

を行うとしていましたが、今は５年

ごとに変更しています。そうすると

最低10年間は実質的には同じ基準が

適用されることになります。私は、

IFRSforSMEsが将来、大きく変更

されることはないと思います。正確

な数は分かりませんが、何百万もの

企業が既にIFRSforSMEsを使用し

ています。そして、これからもさら

に採用が進むと思います。現在、

IFRSforSMEsのアドプションを行っ

ている国の多くでは、IFRSforSMEs

の適用は選択肢の１つです。ある国

での選択肢は、完全版IFRSとIFRS

forSMEsのどちらかを適用するこ

とであり、 他の国ではIFRSfor

SMEsと自国基準のどちらかを適用

することです。

竹 村 IFRSforSMEsが完全版

IFRSに取って代わろうというよう

な野心（笑）はありますか？

Pacter 実は、IFRSforSMEsを

中心に据えて、それに、一部の上場

企業向けのモジュールを付け加える

感じで、IFRSforSMEsを、大規模

な企業を含むすべての企業に適用し

ようという案があったのです。例え

ば銀行に関しては、IFRSforSMEs

に金融商品に関する200頁の基準を

追加する、保険会社については保険

会社固有の論点、料金規制事業、農

業にもそれぞれに固有の追加基準を

設けるというものです。

小見山 考え方としては、「最初

に小規模企業を考える」（Think

SmallFirst）というものですね。

Pacter そのとおりです。しかし、

私が生きている間にはこれは実現し

ないと思います。世界はSMEで成り

立っています。経済、仕事、成長、

雇用の何割かはSMEが支えています。

ですから、IASBがSME向けの独立

した基準を策定したことを誇りに思

います。IASB自身は、そういうふ
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うないい方はしていませんが、実際

には「最初に小規模企業を考える」

を実践し始めたといってよいと思い

ます。

竹 村 本日は、お集まりいただ

きありがとうございました。特に

Pacterさんには、多忙な東京滞在日

程の中、お時間を割いていただき、

本当にありがとうございました。こ

の座談会が日本の読者の方々の

IFRSforSMEsの理解に大きく役立

つのではないかと思います。
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